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新型コロナウイルス感染症又はインフルエンザの出席停止について 

 

 日頃より学校教育、感染症対策にご協力いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月８日から５類感染症に移行しました。 

このことにより、学校における新型コロナウイルス感染症はインフルエンザと同じ分類に

位置づけられました。 

 新型コロナウイルス感染症又はインフルエンザを疑う症状が出たときには、早めに医療

機関を受診してください。新型コロナウイルス感染症又はインフルエンザと診断された際

には、速やかに学校に連絡してください。この場合学校は出席停止となりますが、この期

間は欠席扱いとはなりませんので、治療に専念してください。 

また、回復して再登校する際には、別紙の「登園・登校届」を提出していただくことに

なりました。これは、学校保健安全法等に基づく出席停止期間の基準を満たしていること

を確認するためのものです。保護者の皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解のう

えご協力くださいますようお願いします。 

 

 


